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　今回から災害によって起こる病
気のお話をさせてもらいます。
　がれきの中から救出されたのに
助からない !? 救出された時には元
気でも数時間後に急変することが
あります。
　1995 年 1 月 17 日の阪神大震災
でがれきの下に埋まった状態から
救出された人が数時間経った後に
症状が急に悪化し、死亡した例は多
数ありました。これが俗に「クラッ
シュ症候群」（別名：クラッシュシ
ンドローム・挫滅症候群）と呼ばれ
るもので、がれきなど重いものに腰
や腕、腿（もも）などが長時間挟まれ、
その後圧迫から解放されたときに
起こる病気です。筋肉が圧迫される
と、筋肉の細胞が障害・壊死を起こ
し、それに伴ってミオグロビン（た
ん白質）やカリウムといった物質が
血中に混じると毒性の高い物質が
蓄積されます。その後救助される時
に圧迫されていた部分が解放され
ると、血流を通じて毒素が急激に全
身へ広がり、心臓の機能を悪化させ
て死に至る場合が多く、たとえ一命
をとりとめたとしても、その後腎臓
にもダメージを受け、腎不全で亡く
なってしまう場合もあります。
　治療法は「より早く透析へ」
　クラッシュ症候群の場合、救出後
できるだけ早く人工透析すること
が生きるための近道となります。

  〔酒害問題で悩まれている方の身近な相談先〕
　窪川断酒会（会長　西村　☎22-1273）
　日時 ： 毎週土曜日19時～21時
　場所 ： 農村環境改善センター２F和室（10月から場所変更の予定）　

  〔お問い合わせ先〕 健康福祉課　☎22-3115

　皆さんはお酒を飲まれますか…？土佐の酒文化は昔から有名です。
酒は百薬の長とも言われますが、一方で様々な酒害に悩まれる方もおら
れます…
　交通事故や職場解雇、借金問題や人間関係のトラブル、肝臓病や脳疾患、
うつや自殺問題まで…　
　どうせ飲むなら“美味しく、健康的なお酒”にしませんか?
　ではどこまでが健康的な飲酒（適正飲酒）なのでしょうか?

　「適量」はあくまで目安！人によっては飲める量も異なると思います・・・
まずは自分の「適量」をしっかりと把握し、ストレスの多い毎日でも酒に
飲まれない生活を心がけましょう。

　上記グラフでは、不眠時の飲酒と相談の割合を示しており、日本と諸
外国の割合は逆転していることが分かります。不眠をお酒で解消しても
良眠は得られにくいもの。主治医や専門機関へ相談し、健康的な解決に
結びつけましょう。

今回は、“お酒”について少しお話します

節度ある適度な飲酒とは？

保健カレンダー
月　日 事　業　名 場　　所 時間（受付時間） 月　日 事　業　名 場　　所 時間（受付時間）

（※）ひまわり相談・・・育児の悩み、子どもの発達、保護者自身の健康の悩みなど医師に相談できます。
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立西町民会館
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戸川生活改善センター
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井﨑集会所　他
※結核・肺がんのみ巡回あり

・ビール中びん
・日本酒
・焼　酎
・ウィスキー
・ワイン
・缶チューハイ

………１本（500ml）
………………1合（180ml）
……………0.6 合（110ml）
……ダブル 1杯（60ml）

……………1/4 本（180ml）
………1.5 缶（520ml）
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純アルコールに換算して（20g/1日）程度！
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お酒と睡眠

〔高齢者虐待の相談窓口〕
地域包括支援センター（健康福祉課内）
　　　　　　　　　  ☎22-3385
 地域包括支援センター　西部支所
（大正地域振興局内）  ☎27-1212

「高齢者虐待」を防ぎましょう

　虐待は、身体的な暴力だけではありません。高齢
者の心に深い傷を負わせたり、基本的な人権侵害や
尊厳を奪うことをいいます。「高齢者虐待の防止、高
齢者の養護者に対する支援等に関する法律」では、
次のような行為を虐待と定義しています。
◎身体的虐待
　叩く、つねる、殴る、蹴るなどの暴力
◎心理的虐待
　怒鳴ったり、ののしったりなどの言葉の暴力
◎性的虐待
　同意のない性的接触や嫌がらせ
◎経済的虐待
　高齢者の年金や預貯金などを勝手に使ったり、

財産を無断で処分する
◎介護・世話の放棄、放任（ﾈｸﾞﾚｸﾄ）
　必要な食事、入浴や排せつなどの世話をしな

い、必要な治療を受けさせない　など

　高齢者虐待は、身近に起こりうる問題です。あ
なたの発見により、虐待の深刻化を防ぐことがで
きます。こんなことが「気づき」のきっかけです。
◎最近外出が少なくなった。
◎身体に傷やあざを見つけることがある。
◎自宅から怒鳴り声や悲鳴、物を投げる音などが
聞こえる。
◎衣服の汚れや異臭がめだっている。
◎介護に疲れ、悩んでいる様子の家族がいる。
◎他人に会うのを嫌がったり、サービスを拒否する。
※虐待に気づいたときには、一人で抱え込んだり

悩んだりせずに地域包括支援センターに相談
してください。

◆「高齢者虐待」とはどのようなことを
　いうのでしょうか

◆あなたの「気づき」が
　虐待の深刻化を防ぎます

たた
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